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は じ め に 

 

 

建設業における労働災害は､近年は横ばい傾向にありますが、長期的には減少してき

ています。しかしながら、建設業も少子高齢化による担い手不足等の理由により、外国

人労働者が増加してきており、それに伴い外国人の労働災害（休業４日以上の死傷者

数）は、令和元年の 583 人に対して、令和６年では 1,165 人と大きく増加しています。 

また、昨年３月 11 日に「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針」が閣議決定さ

れ、建設業における外国人材の安全衛生の確保がますます重要になってくると考えられ

ます。 

こうした状況下、木造家屋等建築工事（以下「木建工事」という。）においては、中

小規模事業者も多いことから、現場の外国人労働者の就労状況や必要とされている外国

人向けの安全衛生教育や教材、外国人労働者が起こしやすい労働災害の傾向等は不明

な状況にあります。 

このため、本年度は、木建工事における外国人労働者の就労状況、現場で行われてい

る外国人労働者向け労働災害防止対策、必要とされている安全衛生教材等を調査する

とともに、外国人労働者の労働災害発生状況の傾向を分析し、木建工事における外国人

を対象とした有効な労働災害防止対策を検討し、取りまとめました。 

本報告書を取りまとめるに当たり、委員をはじめとする御協力をいただいた関係各位

に対し、深甚なる感謝の意を表する次第です。 
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第１章 委員会、専門部会の設置及び検討経緯 

 

１．これまでの経緯 

 

１．１ 設置目的等 

労働省の通達、昭和 53 年２月 10 日付け基発第 86 号「木造家屋建築工事等小規模

建築工事における労働災害の防止について」により労働災害防止対策の強化が示され、

同通達の中で当協会に対して、自主的労働災害防止活動の促進と関係者の労働災害の

防止に関する意識の高揚に努めるよう指示があった。  

当協会では、これを受けて、建災防都道府県支部に安全対策委員会(又は協議会)を

設置し、地域事情に即した安全作業指針の検討、工事現場の安全パトロールの実施等

を指導し、昭和 54 年 10 月には本部においても建災防都道府県支部に設置している、

「木造家屋等建築工事安全対策委員会（協議会）」の活動の活性化等を目的として、本

委員会を設置し、木造家屋等建築工事における安全対策の検討を実施してきた。 

 

１．２ 検討事項 

学識経験者、木造家屋等低層住宅建築工事関係団体からの推薦があった者を委員と

する。  

なお、令和７年度の名簿は「１．４委員名簿」に示すとおりである。 

 

１．３ 活動概要 

昭和 54年 10月 木造家屋等建築工事安全対策委員会の設置 

昭和 55 年７月 
木造家屋等建築工事に作業主任者制度の導入を図ること等の当面の安

全対策を検討し、労働省へ報告 

昭和 56 年３月 木造家屋建築工事における労働災害状況の分析、報告書(第 1報)作成 

昭和 57 年３月 木造家屋建築工事における労働災害状況の分析、報告書(第 2報)作成 

昭和 58 年 
木造建築工事関係の安全パトロールを行う場合の指針として、安全パ

トロール指導要領を作成 

昭和 59 年３月 木造家屋建築工事における労働災害状況の分析、報告書(第 3報)作成 

昭和 62 年７月 木造家屋解体工事安全施工指針の作成 

昭和 63 年３月 
木造家屋等建築工事における墜落・転落災害防止対策及び木造建築物

解体工事の安全を検討、報告書作成 

昭和 64 年 

～平成７年 

活動を一時休止 
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平成９年～ 

平成 11年 

昭和55年に作成した木造家屋等建築工事の作業主任者教育用教材の改

定が必要なことから、「木造家屋等建築工事安全対策委員会」を再編成

し、教材の改正を実施 

平成 15 年度 
木造家屋等建築工事における安全作業について検討し、上棟作業の問

題点と改善について報告書を作成 

平成 16 年度 

平成16年度木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業の一

環として作成した職長及び作業員を対象とする墜落災害防止のための

教育用テキスト「木建工事における墜落災害防止のポイント (建方・

屋根・外装工事編)」の概要及び教育用テキストを研修会等で活用する

際指導者の参考となる、最新の災害発生状況の分析結果、木建工事に

おける安全対策の今後の方向等を検討、報告書を作成 

平成 17 年度 
作業部会を設置し、木造家屋のリフォーム工事における効果的な安全

対策を検討 

平成 19 年度 

支部における協議会の活動と実施している木建安全パトロールをより

効果的に推進するのに必要な実情を把握する目的で支部に対して、ア

ンケート調査を実施し、報告書を作成 

平成 21 年度 

「墜落・転落」による災害に対しては、法整備、新技術・新工法の開発

等により、各種災害防止対策が図られているが、「こすれ（すりむき、

切れ）」については、災害防止対策上が課題もあったため、「こすれ（す

りむき、切れ）」による災害事例を調査・分析し、特に「動力工具／丸

のこ」の適切な使用方法、作業者への安全教育の実施等を検討、報告書

を作成 

平成 22 年度 

災害事例及び「丸のこ等取扱い作業従事者教育」講師養成講座受講者

へのアンケート調査結果等において見られる「安全装置の安易な無効

化」等による災害が後を絶たないことから、このような状況を含めて検

討 

平成 23 年度 
木造家屋建築工事における墜落・転落災害の防止対策を検討するため

の着目点、施工業者が参考となる具体的な安全対策実施事例を検討 

平成 24 年度  
震災復興工事に関連する災害発生状況及び災害事例から考えられる問

題点と今後の対応を検討 

平成 25 年度 

～平成 26年度 

足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策の普及事業について及

び木造家屋建築工事における墜落防止対策等を検討 

平成 27 年度 
足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策の普及事業及び低層住

宅建築工事における労働災害防止に関する課題を検討 

平成 28 年度 
木造建築工事災害発生状況及び低層住宅建築工事における労働災害防

止に関する課題を検討 

平成 29 年度 

軸組作業時における墜落・転落災害が多いことから、実効性のある墜

落・転落災害防止対策を検討するため、「軸組作業時における墜落・転

落災害防止対策専門部会」を設置 

平成 30 年度 

「軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会」において、実

規模の足場を用い安全ブロックとフルハーネスを組み合わせた安全対

策の安全性や性能についての試験を実施 
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令和元年（平成

31年）度 

「軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会」を継続設置の

うえ、スライドレール式安全ブロック工法の有効性（墜落制止用器具の

安全性及びショックアブソーバ機能の性能等）を検証するため、実物大

試験を行い、当該工法の作業標準を検討 

令和２年度 

～令和３年度 

軸組作業時における墜落・転落災害防止対策として検討したスライド

レール式安全ブロック工法の作業標準を作成 

令和４年度 
墜落防止マニュアルに盛り込むべき墜落・転落災害を一層減少させる

ために必要な事項を検討 

令和５年度 

墜落防止マニュアルの見直しに向けて提言を行うため「墜落防止のため

の安全設備設置マニュアル見直し提言専門部会」を設置し、「木造家屋

等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」を作成 

令和６年度 
はしご、脚立等の低所からの墜落・転落防止対策として専門部会を設置

し、周知用リーフレットを作成 
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１．４ 委員名簿 

 

◎小林 謙二   職業能力開発短期大学校 東京建築カレッジ 学校長 

三浦 延恭   国士舘大学 名誉教授 

南保 昌孝   一般社団法人仮設工業会 専務理事 事務局長 

（中屋敷 勝也  一般社団法人仮設工業会 専務理事） 

和田 均    全国管工事業協同組合連合会 総務担当副会長 

［和田工業株式会社］ 

田久 悟    全国建設労働組合総連合 労働対策部長 

太田 明    一般社団法人全国建具組合連合会 副理事長 

宗像 祐司   全国低層住宅労務安全協議会 顧問 

塚本 勇人   一般社団法人全日本瓦工事業連盟 理事 

池田 壯    一般社団法人東京建設職能組合連合会 会長 

古谷 聡    公益社団法人東京中小建築業協会 事務局長 

加藤 和久   一般社団法人日本左官業組合連合会 理事 

坂倉 賢    一般社団法人日本塗装工業会［株式会社サカクラ］ 

岡本 啓志   一般社団法人日本鳶工業連合会 常務理事 

鈴木 保宏   一般社団法人日本木造住宅産業協会 生産技術部長 

〇大幢 勝利   独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

所長代理 

 

※ ◎印は委員長、〇印は専門部会長              （順不同・敬称略） 

（ ）内は前任者 

＜厚生労働省＞  

繁野 北斗   労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 技術審査官 
 

＜事務局＞ 

井上 仁    建設業労働災害防止協会 専務理事 

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長 

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役 

由野 友規   建設業労働災害防止協会 技術管理部 次長 

寺本 新吾   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 

丹 良志美   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 

鎌田 実里   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 



－ 11 － 

 

２．専門部会の設置 

 

２．１ 趣旨・目的 

建設業における労働災害は中長期的には減少傾向にあるが、このうち、外国人の労働災

害は増加傾向にある（休業４日以上死傷者数 583人（R元）→1,165 人（R６））。 

この背景として、建設業での担い手不足もあり、技能実習生、特定技能等をはじめ外国

人建設技能者が増加傾向にあることが考えられ、木造家屋等建築工事（以下「木建工事」

という。）関連職種も同様の増加傾向にある。 

こうした状況下、令和７年３月 11 日に「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針」

が閣議決定され、外国人建設技能者数が更に増加することが予想され、建設業における外

国人材の安全衛生の確保がますます重要になってくると考えられる。 

一方で、木建工事における労働災害は、建設業全体と比較しても減少幅が大きいものの、

外国人に対する労働災害防止対策が十分に講じられているか、あるいは、作業現場におけ

る外国人建設技能者の実態や既存の外国人向け安全衛生対策情報の活用を含め、不明な状

況にある。 

このため、今後とも増加が見込まれる木建工事における外国人建設技能者の就労実態を

把握の上、外国人を対象とした有効な労働災害防止対策について、調査・検討を行うこと

とする。 

２．２ 検討事項 

（１）木建工事における外国人労働者の就労実態の現状把握 

（２）木建工事における外国人労働者を対象とした有効な労働災害防止対策 

（３）その他木建工事特有の外国人の労働災害防止に関する事項 
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２．３ 木造家屋等建築工事における外国人労働者対策に関する 

専門部会 委員名簿 

 

○大幢 勝利   独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

所長代理 

 

小田桐 俊宏  一般社団法人 建設技能人材機構 調査研究部長 

 

青木 富三雄  一般社団法人 住宅生産団体連合会 環境部長兼建設安全部長 

  

宗像 祐司   全国低層住宅労務安全協議会 顧問 

  

 鈴木 保宏   一般社団法人 日本木造住宅産業協会 生産技術部長 

 

 吉川 直孝   独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所  

         建設安全研究グループ 上席研究員 

  

※ 〇印は、部会長                     （順不同・敬称略） 
 

＜厚生労働省＞ 

吉岡 健一   安全衛生部 安全課 副主任中央産業安全専門官 

 

繁野 北斗   労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

技術審査官 

 

 立石 光    労働基準局 安全衛生部 安全課 サービス産業・マネジメント班 

係長 

  

 川崎 満莉菜  労働基準局 安全衛生部 安全課 サービス産業・マネジメント班  

 

 西村 麟太郎  労働基準局 安全衛生部 安全課 サービス産業・マネジメント班  

 
＜事務局＞ 

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長 

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役 

由野 友規   建設業労働災害防止協会 技術管理部 次長 

寺本 新吾   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 

丹 良志美   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 

鎌田 実里   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課員 
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３．検討の経緯 

（１）第１回本委員会 

① 日時 

令和７年５月 13日 14:00～16:00 

 

② 場所 

三田鈴木ビル７階 第３会議室 

 

③ 議題 

ア．令和６年度第３回委員会 議事要旨（案）について 

 

イ．委員会の進め方について 

 

ウ． その他 

 

④ 内容 

建設業における外国人の労働災害が増加傾向にある中、昨年３月 11日に「特定技能

制度及び育成就労制度の基本方針」が閣議決定され、更なる外国人建設技能者の増加

が予想されるものの、木建工事における外国人の就労実態や安全衛生対策の活用等に

ついては不明な状況にある。このため、「木造家屋等建築工事における外国人労働者

対策に関する専門部会」を設置し、木建工事における外国人労働者に対する有効な労

働災害防止対策について調査、検討を行うことで了承された。 

 

⑤ 配布資料 

資料№1-1  「木造家屋等建築工事安全対策委員会」委員名簿 

資料№1-2  令和６年度第３回委員会 議事要旨（案） 

資料№1-3  工事の種類別災害推移 

資料№1-4  外国人労働者の労働災害発生状況 

資料№1-5  外国人在留者数の中長期推移 

資料№1-6  職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数 

資料№1-7  建設業における外国人在留者数 

資料№1-8  建設業に従事する外国人労働者向け教材 

資料№1-9  共通「建設現場全般」安全衛生のポイント 

資料№1-10  「屋根ふき業務」安全衛生のポイント 

資料№1-11  令和 7 年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会スケジュール（案） 

 

参考資料１  【事務連絡】外国人建設技能者の安全衛生対策に関する周知のお願い 

参考資料２  特定技能基本方針 本文（別紙省略） 

参考資料３  特定技能育成就労基本方針 

参考資料４  令和 5 年度 外国人労働者の労働災害発生状況（厚労省） 

参考資料５  建設分野における外国人技能者の受け入れ 

          リーフレット「低所での作業 あなたは油断していませんか？」 
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（２）第１回専門部会 

① 日時 

令和７年７月 24日 14:00～16:00 

 

② 場所 

ビジョンセンター田町 503 号室 

 

③ 議題 

ア．専門部会の進め方について 

 

イ． 木建工事における外国人労働者の就労実態の現状把握について 

 

ウ． 木建工事における外国人労働者を対象とした有効な労働災害防止対策につ 

いて 

 

エ． その他 

 

④ 内容 

部会長を選任し、専門部会の進め方を検討するとともに、オーストラリアの建設業

における外国人の安全衛生対策への取組の実態を参考に、有効な労働災害防止対策を

検討した。次回の専門部会に向けて、木建工事現場における外国人の就労実態及び外

国人向け安全衛生教材のニーズ等を把握するためのヒアリング調査を行うこととした。 

 

⑤ 配布資料 

資料№1-1  令和７年度 木造家屋等建築工事における外国人労働者対策に関す 

る専門部会 開催要綱  

資料№1-2  令和７年度 木造家屋等建築工事における外国人労働者対策に関す 

る専門部会 委員名簿 

資料№1-3  令和７年度 第１回 木造家屋等建築工事安全対策委員会 議事要 

旨（案）  

資料№1-4  外国人労働者の労働災害発生状況  

資料№1-5  外国人在留者数の中長期推移 

資料№1-6  職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数 

資料№1-7  建設業における外国人在留者 

資料№1-8  建設業に従事する外国人労働者向け教材 

資料№1-9  共通「建設現場全般」安全衛生のポイント 

資料№1-10  「屋根ふき業務」安全衛生のポイント 

資料№1-11  令和 7年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会スケジュール（案） 

 

参考資料１  特定技能育成就労基本方針 

参考資料２  令和 5年外国人労働者の労働災害発生状況（厚生労働省） 

参考資料３  建設分野における外国人技能者の受け入れ（国土交通省） 
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（３）関係団体への外国人就労実態・労働災害防止取組実態把握ヒアリング調査 

① 期間 

 令和７年９月～10月 

 

② 関係団体 

 一般社団法人 建設技能人材機構 

一般社団法人 日本木造住宅産業協会 

全国低層住宅労務安全協議会 

一般社団法人 住宅生産団体連合会   （ヒアリング調査実施順） 

 

（４）第２回専門部会 

① 日時  

令和７年 10 月 21日 14:00～16:00 

 

② 場所 

 三田鈴木ビル５階 建災防会議室 

 

③ 議題 

ア． 第１回議事要旨（案）の確認について 

 

イ．実態把握ヒアリング調査状況について 

 

ウ． その他 

 

④ 内容  

 ４団体に対して実施した外国人労働者への実態把握ヒアリング調査の結果を報告し

た。報告の内容を踏まえ、事務局と安衛研において木造家屋等建築工事における外国人

の災害を分析し、次回本委員会において、外国人労働者の災害の傾向から課題点を抽出

することとした。 

 

⑤ 配布資料 

資料№2-1  令和７年度 第１回 木造家屋等建築工事における外国人労働者対 

策に関する専門部会 議事要旨（案） 

資料№2-2  木建現場における外国人の実態に関するヒアリング調査結果 

資料№2-2-1 一般社団法人 建設技能人材機構（JAC） 

資料№2-2-2 一般社団法人 日本木造住宅産業協会 

資料№2-2-3 全国低層住宅労務安全協議会 

資料№2-2-4 一般社団法人 住宅生産団体連合会 

資料№2-3  外国人の就労実態資料（職種別、地域別） 

資料№2-4  外国人対策教育事例、取組事例等（JAC、住団連） 

資料№2-5  外国人労働災害の特徴（住団連 令和４～６年 低層住宅労働災害 

発生状況報告書から） 

 

参考資料１  建設分野特定技能外国人制度の推進について（JAC） 
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（５）第２回本委員会 

① 日時  

令和７年 11 月６日 14:00～16:00 

 

② 場所  

三田鈴木ビル５階 建災防会議室 

 

③ 議題 

ア． 第１回議事要旨（案）の確認 

 

イ．外国人労働災害対策専門部会での検討状況 

 

ウ．その他 

 

④ 内容  

専門部会での検討内容を部会長から御説明いただき、説明を踏まえて意見交換し、本

委員会委員では、今後の課題として、木建工事における外国人労働者の災害発生状況を

分析するとともに、外国人労働者に多い災害の特徴を明らかにした上で、労働災害防止

対策のあり方等を検討することとした。 

 

 

⑤ 配布資料 

資料№2-1  令和７年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会 委員名簿（最新） 

資料№2-2  令和７年度 第１回 木造家屋等建築工事安全対策委員会 議事要 

旨（案） 

資料№2-3  令和７年度 木造家屋等建築工事における外国人労働者対策に関す 

る専門部会 設置要綱及び委員名簿 

    資料№2-4  第２回専門部会資料 

    資料№2-4-1 令和７年度 第１回 木造家屋等建築工事における外国人労働者対 

策に関する専門部会 議事要旨 

 資料№2-4-2 木建現場における外国人の実態に関するヒアリング調査結果 

    資料№2-4-3 外国人の就労実態資料（職種別、地域別） 

    資料№2-4-4 外国人対策教育事例、取組事例等（JAC、住団連） 

    資料№2-5  外国人労働災害の特徴 

（住団連 令和元年～６年 低層住宅労働災害発生状況報告書から） 

    資料№2-6  令和７年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会スケジュール 
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（６）第３回専門部会 

① 日時  

令和 7年 12 月 10日 14：00～16：00 

 

② 場所  

三田鈴木ビル５階 建災防会議室 

 

③ 議題 

ア．第２回専門部会議事要旨（案）について 

 

イ．木建工事における外国人の労働災害発生状況分析について 

 

ウ． 報告書のとりまとめについて 

 

エ．その他 

 

④ 内容 

事務局及び安衛研で行っている木建工事における外国人労働者の災害分析状況の説

明を受けて、災害の特徴を検討し、電動工具等に着目した「切れ・こすれ」災害を中

心に、外国人への指導方法や教育のタイミング等の課題を報告書にまとめる方向で検

討した。 

 

⑤ 配布資料 

資料№3-1 令和７年度 第２回 木造家屋等建築工事における外国人労働者対策 

に関する専門部会 議事要旨（案） 

資料№3-2 令和７年度 第２回 木造家屋等建築工事安全対策委員会 議事要旨 

（案） 

資料№3-3 木建工事における外国人の労働災害発生状況分析「低層住宅の労働災 

害発生状況報告書」による外国人の労災の特徴（休業４日以上）事務局 

資料（住団連提供災害報告集計から） 

資料№3-4 スケジュール 
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（７）第４回専門部会 

① 日時  

令和 8年１月 26日 14:00～16:00 

 

② 場所  

三田鈴木ビル７階 建災防会議室 

 

③ 議題 

ア．第３回専門部会議事要旨（案）について 

 

イ．報告書（案）について 

 

ウ．その他 

 

④ 内容 

 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所で公表された木建工事に

おける死傷災害分析をもとに、ワーキンググループで検討した結果を報告書（案）と

して提出した。報告書（案）の内容を確認し、各委員からの意見をもとに特に、本年

度の検討結果の「まとめ」を取りまとめた。 

 

 

⑤ 配布資料 

資料№4-1 令和７年度 第３回 木造家屋等建築工事における外国人労働者対策 

に関する専門部会 議事要旨（案） 

資料№4-2 令和７年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会検討結果報告書（案）  
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（８）第３回本委員会 

① 日時  

令和８年２月 10日 10:00～12:00 

 

② 場所  

三田鈴木ビル５階 建災防会議室 

 

③ 議題 

ア．第２回議事要旨（案）の確認 

 

イ．報告書（案）について 

 

ウ．その他 

 

④ 内容  

 第３回、第４回専門部会での検討内容及び専門部会で取りまとめた報告書（案）

を部会長及び事務局が説明した。報告書（案）の内容を確認し、各委員からの意

見をもとに修正した。 

 

 

⑤ 配布資料 

資料№4-1 令和７年度 第２回 木造家屋等建築工事安全対策委員会 議事要旨 

（案）  

資料№4-2 令和７年度 木造家屋等建築工事安全対策委員会検討結果報告書（案）  
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第２章 木造家屋等建築工事における外国人労働者

の就労実態及び労働災害発生状況 

 

１．外国人労働者の就労実態及び労働災害防止取組の現状把握 

 

１．１ 外国人建設技能者の推移・就労状況 

 

１．１．１ 建設業全体における外国人技能者の推移と特徴 
 

（１） 外国人建設技能者の在留者推移 

① 全体における推移 

建設分野における外国人技能者の在留者数は増加傾向にあり、2014年当時は

約 1.2万人であったが、2024 年には約 14.6 万人に増加している。建設技能者

数に対する外国人建設技能者比率も増加傾向にあり、2014 年は 0.4％であった

が、2024年は 4.9％に増加している。 

② 在留資格別推移 

いずれの年においても技能実習生が最も多くの割合を占めるが、2019 年から

2024 年にかけて特定技能１号外国人が増加しており、2024 年は外国人建設技

能者の約 26％を占めている。 

図２－１－１ 外国人建設技能者の在留者数推移 
出典：国土交通省 建設分野における外国人技能者の受入れ 

               （https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001481316.pdf） 
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（２） 外国人建設技能者の在留者の内訳（国籍・地域別） 

特定技能在留外国人を国籍・地域別にみると、特定技能１号、２号の合計でベ

トナムが最も多く約 66％を占めており、次いでフィリピン（約 11％）、インドネ

シア（約 10％）、中国（約６％）となっている。 

特定技能１号外国人数に対する特定技能２号外国人数の割合をみると、中国が

最も多く約２％であり、次いでベトナム（0.6％）、インドネシア（0.2％）、フィ

リピン（0.1％）となる。 

 

図２－１－２ 国籍・地域別特定技能在留外国人数（2024年 12月末時点） 

 
出典：国土交通省 建設分野における外国人技能者の受入れ 

                 （https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001481316.pdf） 
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（３） 在留資格別外国人建設技能者の推移（技能実習１号、２号、３号・特定技能１号） 

技能実習１号は 2019年から 2021年、技能実習２号は 2020年から 2022年にか

けて減少しているが、その後共に増加して 2024年では 35,000 件以上となってい

る。 

    技能実習３号は 2017年から 2022年にかけて増加しているが、2022年から 2024

年にかけて減少している。 

特定技能 1 号は、2019年から 2024 年まで一貫して増加を続けている。 

 

 
 

 

図２－１－３ 技能実習計画認定件数および特定技能１号在留外国人数の推移 

 
出典：技能実習生人数推移データ：一般社団法人建設技能人材機構 集計データ 

                外国人技能実習機構 業務統計

（https://www.otit.go.jp/system/research/statictics/index.html） 

特定技能外国人人数推移データ・都道府県別特定技能外国人データ： 

出入国管理庁 特定技能在留外国人数の公表等 

（https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

技能実習１号 技能実習２号 技能実習３号 特定技能１号

※技能実習１号、２号、３号は年度ごとの技能実習計画認定数 

特定技能１号は各年 12 月末時点での在留外国人数 



－ 23 － 

 

１．１．２ 木建工事における外国人技能者の推移と特徴 
 

（１） 木建工事関連６職種における技能実習計画認定人数の推移 

技能実習の職種のうち、木建工事に関連する「建築板金」、「建築大工」、「とび」、

「左官」、「内装仕上げ施工」、「防水施工」の 2017 年度から 2024年度における技

能実習計画認定人数の推移は以下のとおりで、増減は同様の傾向を示している。 

① 職種別の傾向 

技能実習１号、２号ともに「とび」が非常に多く、2024年ではともに 12,000

件近くとなっている。次いで「内装仕上げ施工」2,000 人程度、「建築大工」、

「左官」、「防水施工」いずれも 1,500 人程度、「建築板金」1,000 人程度となっ

ている。 

② 技能実習１号、２号の推移の特徴 

  技能実習１号の全体の傾向では、2017 年から 2019 年にかけて増加し、2019

年から 2021 年にかけて減少したが、2021 年から 2023 年にかけて再び増加して

いる。図２－１－４の 0人～3,000 人の部分を見ると、図２－１－５のような

状況があり、６職種全てが全体と同様の推移をしている。 

  技能実習２号の全体の傾向では、2017 年から 2020 年にかけて増加傾向にあ

り、2020 年から 2022 年にかけて減少したが、2022 年から 2024 年にかけて再

び増加している。図２－１－６の 0 人～3,000 人の部分を見ると、図２－１－

７のような状況があり、2023年～2024 年にかけては「建築大工」、「防水施工」

のみ減少している。 

技能実習１号と２号の技能実習計画認定人数の推移と比較すると、技能実習 

２号の増減の傾向は、技能実習１号に対して１年遅れで類似した傾向にある。 

 

図２－１－４ 技能実習１号技能実習計画認定人数の推移（各年度ごと） 
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図２－１－５ 技能実習１号技能実習計画認定人数の推移（各年度ごと） 

（0人～3,000人部分を拡大） 

 

図２－１－６ 技能実習２号技能実習計画認定人数の推移（各年度ごと） 

 

図２－１－７ 技能実習２号技能実習計画認定人数の推移（各年度ごと） 

（0人～3,000人部分を拡大） 

 

出典：一般社団法人建設技能人材機構 集計データ 

                     外国人技能実習機構 業務統計

（https://www.otit.go.jp/system/research/statictics/index.html） 
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（２） 都道府県別特定技能１号人数（建設分野）の特徴 

外国人建設技能者の地域別分布について、都道府県別の特定技能１号（建設分

野）人数及びその都道府県の人口に対する特定技能１号の人数の割合を調べたと

ころ、特定技能１号の人数は、首都圏、愛知県、大阪府で多いが、人口への割合

では、中部、中四国の県が高い等、次のとおりの特徴がみられた。 

① 人数が多く、割合も高い：埼玉県、千葉県、愛知県、神奈川県 

② 人数は多いが、割合は低い：東京都 

③ 人数は少ないが、割合は高い：三重県、富山県、岐阜県、広島県、香川県、山口県  

図２－１－８ 都道府県別建設分野における特定技能１号の人数に対する割合（2024年） 

（特定技能１号（建設分野）人数 上位 10都府県） 

図２－１－９ 都道府県別建設分野における特定技能１号の人数に対する割合（2024年） 

（特定技能１号（建設分野）人数/都道府県別人口（％） 上位 10都府県） 

 
出典：都道府県別特定技能外国人データ（令和６年 12 月末）：出入国管理庁 特定技能在留外国人数の公表等 

（https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html） 

都道府県別人口データ：政府統計 都道府県、男女別人口－総人口、日本人人口（各年 10 月 1 日現在） 

（https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&stat_infid=000040268859） 
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１．２ 関係団体への外国人就労実態・労働災害防止取組実態把握

ヒアリング調査 

 

（１） 目的 

木建工事に従事する外国人労働者向けの労働災害防止対策を検討するに当たり、

木建工事における外国人労働者に関係する団体に対して、外国人労働者の就労実

態や外国人向け安全衛生教育の実態、外国人に対する労働災害防止対策の取組、

課題等をヒアリング調査により把握する。 

 

（２） 調査実施関係団体 

    一般社団法人 建設技能人材機構（JAC） 

一般社団法人 日本木造住宅産業協会（木住協） 

全国低層住宅労務安全協議会（低住協） 

一般社団法人 住宅生産団体連合会（住団連）   （ヒアリング調査実施順） 

 

（３） 調査期間 

令和７年９月～10月 １団体１時間半程度 

 

（４） 調査項目 

① 外国人労働者の就労実態 

② 外国人向け労働災害防止対策の取組 

③ 外国人向け労働災害防止対策の課題、意見等 

 

（５） 調査結果概要 

① 外国人労働者の就労実態 

     ・ 建設業全体で外国人技能者は増加傾向だが、木建工事では在来軸組より

ツーバイフォー、工事の種類では、解体工事、基礎工事で目立つ（木住協）。 

・ 解体、足場、とび、外装等が多い（住団連）。 

・ 低層住宅では、ツーバイフォーの他、鉄骨プレハブでも増加している（低

住協）。 

② 外国人向け労働災害防止対策の取組 

・ 特定技能者向け、日本人向け安全衛生教材等を会員サービスとともに提

供。（JAC） 

・ ビジュアル重視の文字の少ない〇×式の教材が有効（木住協）。 

・ 日本語の分かる外国人のリーダー格を通じて母国語で教育するのが有効

（低住協）。 

・ やさしい日本語活用、多言語表示、翻訳機能活用等理解を促す様々な取

組（住団連）。 
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③ 外国人向け労働災害防止対策の課題 

・ ゼネコン向けでなく、低層住宅工事現場の多能工向け共通教材が必要（住

団連）。 

・ 業界全体での外国人向け教育プラットフォーム整備と支援が必要（低住

協）。 

・ 厚労省、国交省等の外国人向け安全衛生教材の更なる周知が必要（住団

連）。 

・ コミュニケーションの取り方、文化習慣、マナーの理解が課題（低住協、

住団連）。 

・ 多言語同時翻訳ツールが必要（住団連）。 

・ 教える側（日本人）、受ける側（外国人）双方ともに理解できる教育動画

の普及が必要（住団連）。 

・ ヘルメット着用等日本では当たり前の基本事項をあらかじめ理解させる

ことが必要（住団連）。 

 

（６） 調査結果の内容一覧 

全４件のヒアリング結果の具体的内容を表２－１－１から表２－１－４までに

示す。 
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表２－１－１ ヒアリング調査結果（JAC） 
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表２－１－２ ヒアリング調査結果（木住協） 
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表２－１－３ ヒアリング調査結果（低住協） 
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表２－１－４ ヒアリング調査結果（住団連） 
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２．木造家屋等建築工事における外国人労働者の災害発生状況と特徴 

 関係団体ヒアリングから、木建工事においては、今後、外国人労働者が増加する見込

みがあると考えられることから、有効な労働災害防止対策を検討する上で、外国人労働

者がどのような場面でどのような災害に遭っているか、労働災害発生状況及びその特徴

を把握する必要がある。 

 外国人労働者の労働災害発生状況は、建設業全体では公表されているものの、木建工

事における状況については、団体や研究機関で把握している災害データの提供等の協力

を受けて、その分析を行う必要がある。 

 このため、本項では、本専門部会委員の協力により、住団連の「低層住宅工事の労働

災害発生状況報告書」及び本年１月に独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総

合研究所（以下「安衛研」という。）メールマガジンで公表された「木建工事における死

傷災害の傾向について」を提供いただき、木建工事における外国人労働者の災害発生状

況を分析して、その特徴を明らかにした。 

 

２．１ 木建工事における労働災害発生状況 

 

２．１．１ 「低層住宅の労働災害発生状況報告書」による外国人 
       の労働災害発生状況（休業４日以上） 
 「低層住宅の労働災害発生状況報告書」（住団連提供）の令和元年～令和６年のデー

タを分析した。なお、「工法区分」、「作業分類」、「職種分類」、「事故の型」、「起因物」は

同報告書記載の分類による。 
 

（１） 外国人の工法区分別災害（休業４日以上）の特徴 

工法区分では、木建工事のうち「木造在来軸組」、「２×４」で外国人の割合が

高く、合わせて７割（69％）を占めており、木建工事において外国人労働者が多

く被災していることが分かる。 

「在来軸組工法」：外国人 51％（63/124）［全体 41％（876/2,148）］ 

「２×４」   ：外国人 18％（22/124）［全体 13％（286/2,148）］ 

 

図２－２－１ 工法区分別災害発生数（休業４日以上）の比較（令和元年～令和６年） 

出典：一般社団法人住宅生産団体連合会「低層住宅の労働災害発生状況報告書（令和元年～６年）」集計データ 
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（２） 木建工事における外国人の災害（休業４日以上）の特徴 

① 木建工事のうち外国人の作業分類別災害（休業 4日以上）の特徴 

作業分類では、「足場」、「建て方」で外国人の割合が高く、６割（58％）を占 

めている。全体で２番目に多い「内部造作」では割合が低くなっている。 

「建て方」 ：外国人 47％（43/91）［全体 28％（397/1,415）］  

「内部造作」：外国人 14％（13/91）［全体 21％（296/1,415）］ 

「足場」   ：外国人 11％（10/91）［全体 ４％（55/1,415）］ 

 

図２－２－２ 作業分類別災害発生数（休業４日以上）の比較（令和元年～令和６年
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② 木建工事のうち外国人の職種分類別災害（休業 4日以上）の特徴 

職種分類では、「トビ足場」、「大工」、「サイディング」で外国人の割合が高い。 

「大工」       ：外国人 51％（46/91）［全体 48％（685/1,415）］ 

「トビ足場」   ：外国人 14％（13/91）［全体 ５％（72/1,415）］ 

「サイディング」：外国人 ９％（８/91）［全体 ４％（59/1,415）］ 

 

図２－２－３ 木建工事における職種分類別災害発生数（休業４日以上）の比較 

（令和元年～令和６年） 

※「大工」職種については、低層住宅業界での工法、作業等により、「大工」

として分類され、報告があったものを集計した。 

 

③ 木建工事のうち外国人の年齢別災害発生数（休業４日以上）の特徴 

年齢別では、「20 歳代」、「30 歳代」で外国人の割合が高く、９割（88％）を占 

めている。被災した外国人の多くが若年者であることが分かる。 

「20歳代」：外国人 54％（49/91）［全体 16％（230/1,415）］ 

「30歳代」：外国人 34％（31/91）［全体 15％（217/1,415）］ 

図２－２－４ 年齢別災害発生数（休業４日以上）の比較（令和元年～令和６年） 

49

230

31

217

7

306

3

265 351

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

外国人

91人

全体

1415人

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 不明・無記入

2

44

13

72

3

63

46

685

8

59 51

1

49

2

23

14

155

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

外国人

91人

全体

1415人

解体 トビ足場 基礎 大工 防蟻

板金 スレート 瓦 防水 コーキング

左官 サイディング タイル 塗装 クロス

建具 タタミ 電気 給排水 ガス

空調 造園 現場監督 納材 産廃

その他 不明・無記入

   16％     15％      22％       19％        25％ 

             54％                  34％       ８％ ３％ 

５％４％          48％             ４％ 

14％              51％            ９％      



－ 42 － 

 

④ 木建工事のうち外国人の事故の型別災害（休業 4日以上）の特徴 

ア 全体との比較 

全体に対して、外国人は、「工具（切れ・こすれ）」、「飛来落下」の割合

が高い。 

「墜転落」は、全体では最多だが、外国人では「工具」に次いで多い。 

「工具（切れ・こすれ）」：外国人 34％（31/91）［全体 18％（254/1,415）］ 

「墜転落」           ：外国人 25％（23/91）［全体 47％（660/1,415）］ 

「飛来落下」         ：外国人 12％（11/91）［全体 ６％（78/1,415）］ 

イ 全体・40歳未満（外国人労働者含む）との比較 

40 歳未満は、「墜転落」が最多で、「工具（切れ・こすれ）」が次ぐが、 

       それらの外国人との差は全体と外国人との差よりも縮まっている。 

外国人は、「工具（切れ・こすれ）」、「飛来落下」の割合が高い。 

「工具（切れ・こすれ）」：外国人 34％（31/91）［40歳未満 23％（110/471）］ 

「墜転落」      ：外国人 25％（23/91）［40歳未満 37％（172/471）］ 

「飛来落下」         ：外国人 12％（11/91）［40歳未満 ９％（43/471）］ 

 

図２－２－５ 木建工事における事故の型別災害発生数（休業４日以上）の比較 

（令和元年～令和６年） 
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⑤ 木建工事のうち外国人の「工具（切れ・こすれ）」災害（休業 4日以上）の特徴  

ア 全体との比較 

「工具（切れ・こすれ）」では、全体に対して、外国人は、「釘打ち機」 

割合が高い。 

外国人は、「丸鋸」、「釘打ち機」が６割以上を占める。 

「釘打ち機」：外国人 42％（13/31）［全体 33％（84/254）］ 

イ 全体・40歳未満（外国人労働者含む）との比較 

40歳未満は、全体に対して、「釘打ち機」の割合が高くなるが、外国 

人の方が若干高い。 

「釘打ち機」：外国人 42％（13/31）［40歳未満 40％（44/110）］ 

 

図２－２－６ 木建工事における「工具（切れ・こすれ）」の起因物別災害発生数 

（休業４日以上）の比較（令和元年～令和６年） 
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⑥ 木建工事のうち外国人の「墜転落」災害（休業 4日以上）の特徴 

ア 全体との比較 

「墜転落」は、外国人は、全体に対して「屋根」、「梁」、「足場」、「開口

部」の割合が高い。 

外国人は、「屋根」、「梁」、「足場」、「開口部」が９割近くを占める。 

「足場」 ：外国人 39％（９/23）［全体 20％（132/660）］ 

「梁」   ：外国人 17％（４/23）［全体 12％（80/660）］ 

「開口部」：外国人 17％（４/23）［全体 ８％（52/660）］ 

「屋根」 ：外国人 13％（３/23）［全体 ７％（46/660）］ 

イ 全体・40歳未満（外国人労働者含む）との比較 

40歳未満は、全体に対して、「足場」、「梁」の割合が高くなるが、外 

国人は「足場」が更に高い。 

「足場」：外国人 39％（９/23）［40歳未満 24％（41/172）］ 

 

図２－２－７ 木建工事における「墜転落」の起因物別災害発生数（休業４日以上） 

の比較（令和元年～令和６年） 

 

 

出典：一般社団法人住宅生産団体連合会「低層住宅の労働災害発生状況報告書（令和元年～６年）」集計データ 
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（３） 木建工事における外国人の事故の型・起因物別の災害事例（休業４日以上） 

① 木建工事における外国人の「工具（切れ・こすれ）」災害事例（休業 4日以上）

の特徴 

「釘打ち機」は、「建て方」作業での災害が多く、次いで「内部造作」作業 

でも多い。 

「釘打ち機」では、足に誤射をする災害が多い。 

「丸鋸」では、手を裂傷する災害が多い。 

 

表２－２－１ 木建工事における外国人の工具（切れ・こすれ）災害事例 

（令和元年～令和６年） 

工具（切れ・こすれ） 

31 件 

被災部位：足９件 手８件 指７件 太腿２件  

膝２件 腕１件 手首１件 

起因物 

（件数） 
作業分類  内容 件数 

釘打ち機 

（13） 

建て方 

・釘打ち機で 1 階壁パネルを固定中に、誤って左

手の平を打ち抜いてしまった。 

・釘打ち機を木材に当ててトリガーを引く際に射

出口が滑り、釘が左足首の内側に刺さった。 

・建方作業中、壁パネルの建枠を釘打ち機で固定

している際、枠際に射出口が当たり、釘がはじか

れて右手中指に刺さった。 

・釘打機のトリガーを握ったまま移動し、左足の

甲を打ってしまった。 

・建方作業中、桁上合板を釘打ち機で釘打ちして

いた際、誤って右足部を釘打ち機で打ち抜いた。 

・機械釘打ち機で、左腕に釘を打ってしまった。

※骨や神経に影響なし 

・建方作業時、釘打ち機を使って転び留めを施工

中、部材の節に当たった釘が室内側に飛び、作業

をしていた被災者の太腿に刺さった。 

足５ 

手２ 

膝２ 

指１ 

目１ 

腿１ 

腕１ 

内部造作 

・釘打ち機が膝に刺さった。 

・床下地作業中、連結釘の針金が飛び左目に刺さ

ってしまった。 
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起因物 

（件数） 
作業分類  内容 件数 

釘打ち機 

（13） 

外装 

・釘打ち機で、誤って自分の足に釘を打ち付けた。 

・釘打ち機で胴縁施工中、誤って手の指を打ってし

まい手を貫通した。 

・サイディング施工中に釘打ち機で釘を右足に誤射

した。 

足５ 

手２ 

膝２ 

指１ 

目１ 

腿１ 

腕１ 
外部造作 

・足場上でノボパンの釘打ち作業中、移動しようと

釘打ち機を下げたところ、射出口が膝に当たり釘を

発射してしまった。 

丸鋸 

（７） 

建て方 
・丸鋸で野地板を切断しようとしたところ、キッ

クバックして左手を裂傷した。 

手３ 

指２ 

手首

１ 

腿１ 

内部造作 

・下地材を電動丸鋸で切断中下地材の固定不足に

より右手甲に丸鋸の刃が当たり裂傷した。 

・丸鋸で筋違いを加工していたところ、左手を裂

傷。 

外装 

・造作作業中に丸ノコで指を裂傷した。 

・外壁材加工時、稼働中丸鋸の風圧で粉塵を払お

うとし、左手首を裂傷した。 

外部造作 
・丸鋸で外壁下地を裁断中に丸鋸が暴れ、右手親

指の付け根を裂傷した。 

基礎 
・基礎工事中、鉄筋の上で丸のこを使用したとこ

ろ、足を滑らせ太腿を切ってしまった。 

カッター

（２） 

建て方 
・カッターナイフで梱包のビニールを切ろうとし

て、勢い余って手袋の上から指を切った。 
指２ 

内部造作 
・養生板の加工作業中にカッターナイフで手の指

を切ってしまった。 

金槌（１） 建て方 
・1 階床合板の釘打ち作業中に、釘打ち込み個所

に足を出して誤って叩かれた。 
足１ 

バール

（１） 
設備 

・新築電工作業中天井表金物の釘が邪魔になり抜

く際に誤って他の釣り金物に左手甲が当たり親指

付け根を切ってしまった。 

手１ 

グラインダ

ー（１） 
外構 

・グラインダーでインターロッキングを切断中、

歯をすべらせて左人差し指を断傷した。 
指１ 
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起因物 

（件数） 
作業分類 内容 件数 

その他 

（６） 

解体 

・ステンレス浴槽解体中、ゴム手袋で鋭利な箇

所をつかみ中指を裂傷した（ステンレス）。 

・コンクリートブロックを梱包袋に入れる作業

中手から外れ落下し、ブロックから出ていた鉄

筋が安全靴を貫通し左かかとに突き刺さった。

（鉄筋） 

足３ 

手２ 

指１ 
 

足場 

・先行足場を架設中、根がらみに足を掛けたと

ころ足を滑らせ、太ももがアンカーボルトに

8cm 程度刺さった。（アンカーボルト） 

建て方 

・トラック荷台の外壁パネルに玉掛けし、脚立

を降りる際にパネルの角で左手を引っかいた。

（外壁タイル） 

内部造作 ・軽天下地で手の甲を裂傷した。（建築資材） 

地盤改良

工事 

・荷台の荷下し中先に下した材に足が引っ掛か

り転倒し、落ちてきた材料で裂傷した（養生用

ゴムマット）。 

 

出典：一般社団法人住宅生産団体連合会「低層住宅の労働災害発生状況報告書（令和元年～６年）」集計データ 
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② 木建工事のうち外国人の「墜転落」災害事例（休業 4日以上）の特徴 

      「建て方」作業中の「墜転落」災害が多い。 

表２－２－２ 木建工事における外国人の「墜転落」災害事例 

（令和元年～令和６年） 

墜転落 

23 件 
  

被災状況：骨折・ヒビ６件 打撲３件 接触２件  

被災部位：足５件 肩３件 肘２件 不明６件 

肋骨,股関節,骨盤,頭,首,手首,腰各１件 

起因物 

（件数） 
作業分類 内容 

足場 

（９） 

建て方 

・足場 4 層目から 7.6ｍ下の地上まで転落した。 

・屋根仕舞の作業中に釘打ち機を引っ張り降ろそうとした

際に作業床がないところに踏み出し、2.5ｍ下の地面に落

下した。 

・建て方（墜落防止ネット設匿前）中、足場作業床の移動

時に 2 階床版へ墜落し、踵を強打した。 

足場 

・先行足場の 3 層目から熱中症の影響で意識が遠のき転落

した。 

・転落した同僚を受け止め、左肩関節を挫傷、左股関節を

打撲した。 

・先行足場組立中に手直しのため、2 層目相当の単管から

バランスを崩し転落し、踵を骨折した。 

外装 

・サイディングの施工中に足を乗せていた幅木が外れ、転

落した。 

・作業床上から玄関ドア上部に防水テープを張ろうとして

作業床から落下し、肋骨 2 本にひびを負った。 

・外壁作業中、足場 3 層目からバランスを崩し転落した。

骨盤、肘、肩、頭がひび、骨折した。 
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起因物 

（件数） 
作業分類 内容 

梁 

（４） 
建て方 

・上棟作業中、棟上げ完了後の金物取付の際、小屋組上を移

動中に足を滑らせ、土台・大引上に落下し、左大腿部、左

脛、左肩を打撲した。 

・上棟作業中に脚立から転落した。 

・建方作業中、小屋梁を組んでいたところ誤って両端を同時

にカケヤで叩いてしまった為、梁がほぞから外れて落下し、

ほぞ合わせをしていた被災者の足に当たった。（飛来落下） 

・建方職が中梁を落とし込む作業中、掛矢で叩いて梁吊りク

ランプを外そうとしたが外れておらず、クレーンで巻き上げ

た際、梁が金物から外れた衝撃で被災者がバランスを崩し、

足場上に落下した。 

開口部 

（４） 

建て方 

・2 階天井パネル上から天井パネルの出面の調整中、釘をバ

ールで抜いた際に安全ネットが不十分だった箇所から勢い余

って 2 階床に転落した。 

・上棟工事中、小屋裏の床より壁開口部より 2.5ｍ下に墜転

落し、手首を骨折した。 

屋根 
・大屋根本葺中、片流れの屋根の吹き抜け部から 2 階のバル

コニーへ落下した。 

断熱工事 ・開口部の仮床から足を滑らせて転落した。 

屋根 

（３） 

建て方 

・建方屋根仕舞作業中、屋根上にて移動しながら水上破風に

釘打ち機で釘を打っていた際、段差に気付かず下の屋根上に

転落した。 

・建方作業中、屋根パネル上から母屋に打ち付けたビスを釘

抜き付玄翁で引っ張り、母屋を引き寄せようとしたところ、

ビスが抜けてバランスを崩し、屋根パネルから約 1m 下の天

井バネルに転落した。 

外構 
・敷延をショベルカーで鋤取り作業中、近くにいた作業員の

腰に旋回したショベルカーのバケットが接触した。 

脚立足場

（２） 
内部造作 

・脚立から落下し、左ひじを骨折した。 

・脚立から落下し、右腓骨頸部を剥離骨折した。 

車荷台

（１） 
基礎 ・建柱車の上で足を滑らせ転倒後、地面に転落した。 

 

出典：一般社団法人住宅生産団体連合会「低層住宅の労働災害発生状況報告書（令和元年～６年）」集計データ 
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③ 木建工事のうち外国人の「飛来・落下」災害事例（休業 4日以上）の特徴 

      「建て方」作業での「飛来落下」災害が多い。 

      釘や釘連結ワイヤーの跳ね返りによる「飛来」災害と、材料を誤って落と 

してしまうことによる「落下」災害が多い。 

 

表２－２－３ 木建工事における外国人の「飛来落下」災害事例 

（令和元年～令和６年） 

飛来落下 

11 件   
飛来・落下物：釘２件 釘連結ワイヤー２件 梁２件  

作業床１件 パネル１件 柱１件 巾木１件 足場材１件 

    被災部位：目４件 手３件 肩２件 足１件 腕１件    

起因物 

（件数） 
作業分類 内容 

  

  
建て方 

・根太受け用金物の仮固定の釘を玄能で叩いた際に、釘が

抜けて左目に当たった。 

・シールドが完全に下がっておらず、釘の連結ワイヤーが

釘打ち中に跳ね返り、隙間から目に飛来した。 

・釘打機使用中、ロール釘の連結ワイヤーの破片が飛散し

シールド下部から侵入し、左目水晶体に刺さった。 

・建方作業中、―階キッチンの上に乗り、梁受け金物を釘

で留めようと玄能を使用し、手打ちしていたところ釘が跳

ね返り目に当たった。 

・建方作業中、クレーンで内壁パネル吊り上げ荷運び中、

1 階床から高さ 2.5 m 程の位置で突然荷が床に落下し、倒

れたパネルで手を挟んだ。 

・建方作業中、剛床の上で柱下部のミニビルトコーナーを

ビスで固定していた際、 梁桁の並べ替え作業をしていた

梁が柱に当たり、柱が倒れ右肩に当たった。 

・地上で 1 層目の足場作業床とブラケットを外そうとかが

んで玄能で叩いていた際、2 層目に仮置きしていた足場作

業床が落下し、左手に当たった。 

・建て方作業中、トラックの荷台にある梁を担ごうとした

ところ、誤って足の上に落としてしまった。 
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起因物 

（件数） 
作業分類 内容 

  足場 

・玄関前の足場下で足場上の作業員に鋼製 L 型巾木を渡し

ている際、足場上の作業員 が手を滑らせ、鋼製 L 型巾木

を落としてしまい被災者の肩に当たった。 

・足場部材を搬入中に、手を滑らせて右手薬指に落下させ

てしまった。 

  外部造作 
・小口の梱包テープが切れ、シャッターボックスが滑り落

ち、運搬者の左腕を裂傷した。 

 

出典：一般社団法人住宅生産団体連合会「低層住宅の労働災害発生状況報告書（令和元年～６年）」集計データ 
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２．１．２ 木建工事における死傷災害の発生状況 

 安衛研が行った厚生労働省の木建工事における死傷災害データ分析（2013 年～2022

年）から、10年間の推移、在留資格、経験年数、事故の型及び起因物別に外国人労働者

の災害の特徴を抽出した。（本データにおける全労働者数は 23,455、40歳以下の全労働

者数は 8,538、外国人労働者数は 567） 

 

※分析の詳細は、以下のメールマガジンを参照（参考資料３）。 

 

吉川直孝: 木造家屋建築工事業における死傷災害の傾向について,  

安衛研ニュース No. 204(2026-01-09), 【204-2】コラム 2,  

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2025/204-column-2.html. 

 

（１）死傷災害の 10年間の推移 
全労働者が減少傾向にあるのに対して、外国人労働者は 2020 年から 2021年

にかけて減少した以外は増加傾向にある。 

図２－２－８ 木建工事における死傷災害の 10年間の推移 

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2025/204-column-2.html
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（２） 在留資格別の特徴 

在留資格別では、「技能実習」が最も多く（218）、次いで「永住者」（26）、

「特定活動（建設分野）」（20）となっている。（外国人労働者数：567） 

図２－２－９ 木建工事における外国人労働者の在留資格から見た特徴 

（％は全労働者に対する各在留資格の外国人労働者数の割合を示す。） 

 

（３） 経験期間（月）別の特徴 

外国人労働者では、６年（72か月）未満で死傷災害が多く発生しており、中で 

も１年未満（０月～12か月）での発生が最も多い。 

図２－２－10 木建工事における外国人労働者の経験期間（月）別労働災害発生数 
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（４） 事故の型の特徴 

① 全体との比較 

全体と比較すると、外国人は、「切れ、こすれ」、「飛来、落下」、「はさま

れ、巻きこまれ」の割合が高く、「墜落、転落」の割合が低い。 

「墜落、転落」         ：外国人 23％（130/567）［全体 44％（10,229/23,455）］ 

「切れ、こすれ」       ：外国人 19％（110/567）［全体 16％（3,688/23,455）］ 

「飛来、落下」         ：外国人 14％（82/567）［全体 ８％（1,769/23,455）］ 

「はさまれ、巻き込まれ」：外国人 11％（60/567）［全体 ６％（1,392/23,455）］ 

② 40 歳以下（外国人労働者含む）との比較 

40 歳以下は、「切れ、こすれ」は外国人労働者と同程度に割合が高いが、

「飛来、落下」、「はさまれ、巻き込まれ」の割合は外国人労働者の方が高

く、「墜落、転落」の割合は外国人の方が低い。 

「墜落、転落」            ：外国人 23％（130/567）［40 歳未満 38％（2,971/8,538）］ 

「切れ、こすれ」           ：外国人 19％（110/567）［40歳未満 19％（1,645/8,538）］ 

「飛来、落下」          ：外国人 14％（82/567）［40 歳未満 10％（815/8,538）］ 

「はさまれ、巻き込まれ」：外国人 11％（60/567）［40 歳未満 ７％（640/8,538）］ 

図２－２－11 木建工事における事故の型別の特徴（図２－２－12に拡大版を示す） 
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図２－２－12 木建工事における事故の型別の特徴（上位９項目を抜き出し拡大） 



－ 56 － 

 

（５） 事故の型のうち起因物の特徴 

① 全体との比較 

「墜転、転落」では、全体に対して、外国人は、「足場」の割合がやや高い。 

「切れ、こすれ」では、全体、外国人ともに「丸のこ盤」、「手工具」の割合

が多高いが、全体に対して、外国人は、「手工具」の割合がやや高い。 

「飛来、落下」では、全体に対して、外国人は、「金属材料」の割合が高い。 

② 40 歳以下（外国人労働者含む）との比較 

「墜転、転落」では、40 歳以下に対して、外国人は、「屋根、はり、も

や、けた、合掌」、「はしご等」の割合が低く、「足場」の割合が高い。 

「切れ、こすれ」では、40 歳以下、外国人ともに「丸のこ盤」、「手工具」

が多く、40 歳以下では「かんな盤」の割合もやや高いが、外国人では「その

他の木材加工用機械」の割合がやや高い。 

「飛来、落下」では、40 歳以下は、「金属材料」、「木材、竹材」の割合が高 

いが、外国人は、「金属材料」の割合が「木材、竹材」の２倍を超える割合を

占めている。 

図２－２－13 木建工事における事故の型と起因物小の集計（図２－２－14 に拡大版を示す） 
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図２－２－14 木建工事における事故の型と起因物小の集計（上位９項目を抜き出し拡大） 
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※起因物小の分類 

 

① 丸のこ盤 

振子式丸のこ盤、トリマ、リッパ等のほか、携帯用丸のこ盤を含む。 

 

 ② その他木材加工用機械 

丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、角のみ盤、木工ボール盤、面とり盤、ルータ、

木工フライス盤、チェーンソーに分類されないほぞ取り盤、木工旋盤、木工用サン

ダ、ベニヤ製造機械等をいう。 

 

 ③ 手工具 

   ハンマ、スパナ、レンチ、スコップ、ツルハシ、手のこ、とび口、包丁、ナイフ、

はさみ等をいう。 

 

 ④ 金属材料 

   板、棒、パイプ、型材、帯材、線材、ボルト、ナット、ねじ、釘、スクラップ等

をいう。 

 
出典：中央労働災害防止協会「労働災害分類の手引き」令和５年２月 28日,68 ページ～78 ページ 
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２．２ 木建工事における外国人労働者の災害の特徴 

２．１の住団連報告及び安衛研の資料は、データの数、対象年数、対象事業場の違い

はあるが、40 歳以下の全労働者（外国人労働者含む）と比較すると、外国人労働者の災

害には、次の特徴がみられる。 

 

（１） 「釘打ち機」、「丸のこ盤」、「手工具」、「その他木材加工用機械」等の工具による

「切れ、こすれ」災害が多い。 

 

（２） 「飛来、落下」災害の割合が高く、起因物別では「金属材料」が多い。 

 

（３） 「墜落、転落」は、数は多いが、全体との比較では特に目立って多くはない。 

 

表２－２－４ 木建工事における外国人労働者の労働災害の特徴 

  住団連 安衛研 

切れ・ 

こすれ 

・「工具（切れ・こすれ）」災害の割合が

「墜転落」災害を超えて最も高い。（34％） 

・全体に対して、「釘打ち機」（42％）、

「丸鋸」（23％）による災害の割合が高い。 

・「釘打ち機」では、足を誤射する災害が

多い。 

・「丸鋸」では、手を裂傷する災害が多い。 

・全体に対して、「切れ、こすれ」

災害の割合が高い。（19％） 

・全体に対して、「手工具」によ

る災害の割合が高い。 

・「丸のこ盤」による災害の割合

が高い。 

・40歳以下の全労働者と比べて、

「その他の木材加工用機械」の割

合がやや高い。 

飛来 

落下 

・「飛来落下」災害は、全体に対して割合

が高い。（12％） 

・「建て方」作業における「飛来落下」災

害が多い。 

・釘や釘連結ワイヤーによる「飛来」災害

と、材料を誤って落とすことによる「落下」

災害が多い。 

・全体に対して、「飛来、落下」

災害の割合がやや高い。 

・全体に対して、「金属材料」に

よる災害の割合が高い。 

墜転落 

・「墜転落」災害は、全体に対して割合が

低い。 

・全体に対して、「屋根」、「梁」、「足

場」、「開口部」での災害の割合が高く、

合計して９割近くを占める。 

・「建て方」作業における「墜転落」災害

が多い。 

・「墜落、転落」災害は、数は最

も多いが、全体に対する割合は低

い。 

・全体に対して、「足場」での災

害がやや多い。 
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第３章 まとめ 

 

１．本年度の検討状況  

 木建工事においては、全労働者の労働災害発生件数は減少傾向にあるものの、外国人

労働者の件数は増加傾向にあり、担い手不足の現状及び「育成就労制度」の施行に伴い、

外国人労働者が木建工事現場で増えることが見込まれる。 

 このため、本年度は、木建工事における外国人労働者の就労状況や労働災害防止の取

組について関係団体に実態把握のためのヒアリング調査を行い、安全衛生教育の方法、

コミュニケーション方法等の取組や課題等を明らかにするための検討を行った。 

 また、木建工事に特化した有効な労働災害防止対策を検討するため、外国人労働者の

労働災害発生状況を分析し、特徴を洗い出した。 

 この結果、木建工事における外国人労働者の労働災害の特徴として、「釘打ち機」や

「丸のこ」、「手工具」等の工具類による「切れ、こすれ」が目立つこと、次いで、「金属

材料」による「飛来、落下」が多い状況が明らかとなった。 

 

２．今後の課題 
 本年度の検討結果から、以下のとおり取りまとめたこれら今後の課題を踏まえつつ、

次年度も引き続き木建工事における外国人労働者向けの有効な労働災害防止対策のあり

方の検討を進めることとする。 

 

（１） 木建工事における外国人労働者は、工具に関する「切れ、こすれ」災害が多い。

また、「切れ、こすれ」災害のうち、「釘打ち機」、「丸のこ」、「手工具」等の工具

類に関する災害が多いため、これらの工具類に着目した外国人労働者向けの労働

災害防止対策が求められる。 

（２） 日本との教育環境の違いを考慮し、工具の扱いそのものに慣れていない、工具

そのものを見たことがない外国人労働者に対して、工具の構造、使用方法等の基

本的な事項に関する安全衛生教育が求められる。 

（３） 木建工事における外国人労働者は、「金属材料」の「飛来、落下」による災害が

多く、「飛来、落下」災害の事例では、材料の落下及び釘や釘連結ワイヤーによる

飛来災害がやや多い状況を踏まえた、具体的な「飛来、落下」災害防止対策が求

められる。 

（４） 外国人労働者の「墜落、転落」災害の割合は全体と比較すると低いが、発生数

は多く、死亡につながりやすい災害であるため、木建工事全体の課題となる。 

（５） 安全衛生教育を行う日本人と、安全衛生教育を受ける外国人が共に理解できる

〇×式等の非言語教材や、外国人にも分かりやすいやさしい日本語を用い、さら

にそれぞれ独自の文化や教育歴にも配慮した教材が求められる。 

（６） ゼネコン向け一般建築用のものではなく、木建工事現場で幅広く活用できる多

能工向け等の安全衛生教育や周知が求められる。 

（７） 外国人向け教育ツールは、様々な企業、団体等が作成している。新たな教育教

材を作成するよりも、10人以下の小規模事業所にも届けられるような教育ツール

の周知や指導方法、教育タイミングの周知が求められる。 
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巻末参考資料 
 

１．建設分野特定技能外国人制度の推進について（JAC） 

２．外国人労働者の安全衛生対策（住団連 低層住宅建築工事安全

衛生ガイドより一部抜粋） 

３．木造家屋建築工事業における死傷災害の傾向について（安衛研） 
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